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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　音声の部分から認識又は翻訳されたテキストの部分を備える音声ベースの文書である電
子文書を備える音声認識システムのための方法であって、前記音声の部分は、作成者によ
って口述され、前記音声認識システム内の音声認識器により、前記音声ベースの文書のテ
キストの対応する部分に処理され、前記方法は、前記音声認識器による、別々のコンテキ
ストを動的に作成及び／又は適合する工程と、前記別々のコンテキストを前記テキストの
部分に関連付ける工程とを含み、前記別々のコンテキストを前記テキストの部分に関連付
ける工程は、
　前記電子文書に関係した基本主題を識別する工程と、
　基本コンテキストを前記電子文書に関連付ける工程であって、前記基本コンテキストは
、少なくとも語の組、及び前記基本主題に関係する前記語の組の使用を備える工程と、
　前記電子文書内のテキストの特定の部分にそれぞれが関係するサブ主題を識別する工程
と、
　サブ・コンテキストを前記基本コンテキストから作成する工程であって、前記サブ・コ
ンテキストは、少なくとも特定された語の組、及び前記サブ主題に関係する前記特定され
た語の組の使用それぞれを備える工程と、
　前記サブ・コンテキストそれぞれを前記電子文書内のテキストの一致する部分に関連付
ける工程とを更に含む方法。
【請求項２】
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　請求項１記載の方法であって、テキストの各部分に対する前記サブ・コンテキストを作
成する工程、及び前記サブ・コンテキストを前記電子文書において適合する工程が自動的
に行われる方法。
【請求項３】
　請求項１記載の方法であって、前記基本コンテキストから前記サブ・コンテキストを作
成する工程は、前記電子文書の残りの部分とは異なる、前記テキストの特定の部分に関す
る語を識別する工程と、
　前記特定された語の組を、前記基本コンテキストを使用することによって作成する工程
とを備える方法。
【請求項４】
　音声の部分から認識又は翻訳されたテキストの１つ又は複数の部分を備える音声ベース
の文書である電子文書を備える音声認識システムのためのシステムであって、前記音声の
部分は、作成者によって口述され、前記音声認識システム内の音声認識器により、前記音
声ベースの文書のテキストの対応する部分に処理され、前記システムは、前記音声認識器
による、別々のコンテキストを作成及び／又は適合する手段と、前記コンテキストを前記
テキストの部分に関連付ける手段とを備え、前記コンテキストを前記テキストの部分に関
連付ける手段は、
　前記電子文書に関係した基本主題を識別する手段と、
　基本コンテキストを前記電子文書に関連付ける手段であって、前記基本コンテキストは
、少なくとも語の組、及び前記基本主題に関係する前記語の組の使用を備える手段と、
　前記電子文書内のテキストの特定の部分にそれぞれが関係するサブ主題を識別する手段
と、
　サブ・コンテキストを前記基本コンテキストから作成する手段であって、前記サブ・コ
ンテキストは、少なくとも特定された語の組、及び前記サブ主題に関係する前記特定され
た語の組の使用それぞれを備える手段と、
　前記サブ・コンテキストそれぞれを前記電子文書内のテキストの一致する部分に関連付
ける手段とを備えるシステム。
【請求項５】
　請求項４記載のシステムであって、前記電子文書内の各テキスト部分にサブ・コンテキ
ストを作成及び／又は適合する手段は自動的な手段であるシステム。
【請求項６】
　請求項４記載のシステムであって、前記基本コンテキストからサブ・コンテキストを作
成する手段は、前記電子文書の残りの部分とは異なる、前記テキストの特定の部分に関す
る語を識別する手段と、
　前記特定された語の組を、前記基本コンテキストを使用することによって作成する手段
とを備えるシステム。
【請求項７】
　コンピュータによって処理するためのコンピュータ・プログラムを上に実施したコンピ
ュータ読み取り可能な媒体であって、前記コンピュータ・プログラムは、音声の部分から
認識又は翻訳されたテキストの１つ又は複数の部分を備える音声ベースの文書である電子
文書を備える音声認識システム用に構成され、前記音声の部分は、前記音声認識システム
内の音声認識器により、前記音声ベースの文書のテキストの対応する部分に処理され、前
記コンピュータ・プログラムは、別々のコンテキストを作成し、前記音声認識器において
適合し、前記テキストの部分に前記コンテキストを関連付けるためのコード・セグメント
を備え、前記コード・セグメントは、
　前記電子文書に関係した基本主題を判定するためのコード・セグメントと、
　基本コンテキストを前記電子文書と関連付けるためのコード・セグメントであって、前
記基本コンテキストが、語の組、及び前記基本主題に関係する前記語の組の使用を備える
コード・セグメントと、
　前記電子文書内のテキストの特定の部分にそれぞれが関係するサブ主題を識別するため
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のコード・セグメントと、
　前記基本コンテキストを使用することによってサブ・コンテキストを作成するためのコ
ード・セグメントであって、前記サブ・コンテキストが、少なくとも特定された語の組、
及び前記サブ主題に関係する前記特定された語の組の使用それぞれを備えるコード・セグ
メントと、
　前記サブ・コンテキストそれぞれを前記電子文書内のテキストの一致する部分と関連付
けるためのコード・セグメントとを備えるコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項８】
　請求項４乃至６の何れかに記載のシステムを備えた医療ディクテーション装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般に、音声認識の分野に関する。特に、本発明は、特化されたコンテキスト
の動的作成のための方法及びシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　音声認識（ＳＲ）システムは今日では、ますます効果的になってきており、複数の業界
内でよく用いられている。音声認識は、マイクロフォンによって受け取られた音響信号が
、コンピュータにより、語の組を備えた文書に変換される処理である。前述の認識された
語を次いで、種々の目的で種々のアプリケーションに使用することができる。音声をテキ
ストに変換する自動音声認識システムは、コスト効率の高い文書作成及び高い翻訳生産性
をもたらすことが望ましい。
【０００３】
　しかし、音声認識によって作成された文書をその後、作成者、翻訳者、品質保証（ＱＡ
）担当者や他の者により、手作業で、又は口述筆記で文書を修正することによって訂正又
はレビューする必要があることにより、前述の音声認識システムの複雑度が増大する。
【０００４】
　音声認識精度を向上させるいくつかの考え方が、過去数年にわたって提案されている。
国際公開第２００５／０５２７８５号には、文書作成の効率化のために文書構造の知識を
どのようにして用いるかの例が開示されている。文書の論理構造を検出し、処理して音声
イネーブル文書を生成するためのフレームワークを用いる。
【０００５】
　一定の（例えば、音響標準、言語モデル、辞典又は辞書、及び文法規則の）組を有する
、文書全体に対して大局的に１つの単一の音声認識器構成を使用することが知られている
。この場合、データは、一般的すぎる、又は大きすぎることがあり得る（例えば、潜在的
な主題全ての超集合であり得る）。これにより、認識率が低下し得るものであり、前述の
構成を微調整するための動的なやり方は存在しない。
【０００６】
　文書の部分又はセクション毎に、局所的に静的な構成、コンテキスト（特定の辞書、言
語モデルや、文書特有の文法等など）の有限の組を使用することも知られている。前述の
場合、種々の構成を判定し、それらを文書の部分にマッピングすることは一般に難しいこ
とがあり得る。コンテキストの作成が、通常数百万語を有するコーパスの処理を伴うので
、特定の局所的な構成を作成することは、非常に時間がかかるプロセスでもある。
【０００７】
　例えば、医療ディクテーション・システムにおいては、医師が報告書（例えば、脊髄Ｘ
線報告書）を口述すると、音声認識システムは、一般放射線医学の構成、すなわち、放射
線医学のコンテキスト（放射線医学に特有の辞典、言語モデル及び文法を含む）を使用す
る。しかし、放射線医学の分野はなお非常に広く、誤認が理由で、誤った語が認識される
（特定の主題（例えば脊髄）に対して全く無関係であり得る（例えば網膜））。前述のシ
ステムによって提供されるコンテキストはよってなお静的であり、使用される辞典又は特
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定の語彙に関する正確性又は特定性を欠く。非常に多くの場合、コンテキストは一般的過
ぎ、特定の文書領域において必要であり得るものよりもずっと多くの語及び文をサポート
する。よって、特定の文書領域において本当に必要な前述の語及び文（コンテキストの部
分集合）を強調することが望ましい。
【０００８】
　よって、より静的でなく、音声認識システムの誤り率を低下させるための、コンテキス
ト適用及び作成がより好適であり、かつより狭い改良されたシステムが効果的になる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　よって、本発明は好ましくは、当該技術分野における前述の欠点、及び不利点のうちの
１つ又は複数を単独又は何れかの組み合わせで軽減、緩和、又は除去しようとし、特許請
求の範囲記載の、特化されたコンテキストを動的に作成するシステム及び方法を提供する
ことによって少なくとも前述の問題を少なくとも部分的に解決する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　特に、本発明は、構造及びコンテンツ情報（例えば、見出し、タグ等）をテキスト文書
から抽出し、音声認識の向上のために使用する音声認識システムに関する。特化されたコ
ンテキスト（例えば、辞典、文法及び言語モデル）が、テキスト文書の部分について自動
的に作成又は生成される。
【００１１】
　本発明の一局面によれば、音声の部分から認識又は翻訳されたテキストの１つ又は複数
の部分を備えた音声ベースの文書である電子文書を備える音声認識システムのための方法
を提供する。音声の部分は、作成者によって口述され、音声認識システム内の音声認識器
により、音声ベースの文書のテキストの対応する部分に処理される。上記方法は、サブ・
コンテキストを音声認識器により、動的に作成及び／又は適合する工程と、サブ・コンテ
キストをテキストの部分と関連付ける工程とを含む。方法は、電子文書に関する基本主題
を識別する工程と、電子文書に基本コンテキストを関連付ける工程であって、基本コンテ
キストは少なくとも語の組を備え、上記語の組の使用は基本主題に関係する工程と、電子
文書内のテキストの特定の部分にそれぞれが関係するサブ主題を識別する工程と、サブ・
コンテキストを基本コンテキストから作成する工程であって、サブ・コンテキストは少な
くとも特定された語の組を備え、特定された語の組の使用はサブ主題に関係する工程と、
サブ・コンテキストそれぞれを電子文書内のテキストの一致する部分に関連付ける工程と
を更に含む。更に、方法では、テキストの各部分に対するサブ・コンテキストを作成する
工程、及び電子文書にサブ・コンテキストを適合する工程が自動的に行われ得る。更に、
方法では、基本コンテキストからサブ・コンテキストを作成する工程が、電子文書の残り
の部分とは異なる、テキストの特定の部分に関する語を識別する工程と、特定された語の
組を、基本コンテキストを使用することによって作成する工程とを備え得る。
【００１２】
　本発明の別の局面によれば、音声の部分から認識又は翻訳されたテキストの１つ又は複
数の部分を備えた音声ベースの文書である電子文書を備える音声認識システムのためのシ
ステムを提供する。音声の部分は、作成者によって口述され、音声認識システム内の音声
認識器により、音声ベースの文書のテキストの対応する部分に処理される。上記システム
は、サブ・コンテキストを音声認識システムによって作成及び／又は適合する手段と、サ
ブ・コンテキストをテキストの部分と関連付ける手段とを備える。該手段は更に、電子文
書に関係した基本主題を識別する手段と、基本コンテキストを電子文書と関連付ける手段
であって、基本コンテキストが少なくとも語の組を備え、語の組の使用が基本主題に関係
する手段と、電子文書内のテキストの特定の部分にそれぞれが関係するサブ主題を識別す
る手段と、サブ・コンテキストを基本主題から作成する手段であって、サブ・コンテキス
トが、少なくとも特定された語の組を備え、特定された語の組の使用がサブ主題に関係す
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る手段と、サブ・コンテキストそれぞれを電子文書内のテキストの一致する部分と関連付
ける手段とを備える。更に、電子文書内の各テキスト部分にサブ・コンテキストを作成及
び／又は適合する手段は自動的な手段であり得る。更に、基本コンテキストからサブ・コ
ンテキストを作成する手段は、電子文書の残りの部分とは異なる、テキストの特定の部分
に関する語を識別する手段と、特定された語の組を、基本コンテキストを使用することに
よって作成する手段とを備え得る。
【００１３】
　本発明に更なる局面によれば、コンピュータによって処理するためのコンピュータ・プ
ログラムを上に実施したコンピュータ読み取り可能な媒体を提供し、コンピュータ・プロ
グラムは、電子文書を備える音声認識システム用に構成され、電子文書は、音声の部分か
ら認識又は翻訳されたテキストの１つ又は複数の部分を備える音声ベースの文書であり、
上記音声の部分は、作成者によって口述され、音声ベースの文書のテキストの対応する部
分に音声認識システム内の音声認識器によって処理される。コンピュータ・プログラムは
、サブ・コンテキストを作成し、音声認識器に適合し、サブ・コンテキストをテキスト部
分に関連付けるためのコード・セグメントを備える。該コード・セグメントは、電子文書
に関係した基本主題を判定するためのコード・セグメントと、基本コンテキストを電子文
書と関連付けるためのコード・セグメントであって、基本コンテキストが語の組を備え、
語の組の使用が基本主題に関係するコード・セグメントと、電子文書内のテキストの特定
の部分にそれぞれが関係するサブ主題を識別するためのコード・セグメントと、基本コン
テキストを使用することによってサブ・コンテキストを作成するためのコード・セグメン
トであって、サブ・コンテキストが、少なくとも特定された語の組を備え、特定された語
の組の使用がサブ主題に関係するコード・セグメントと、サブ・コンテキストそれぞれを
電子文書内のテキストの一致する部分と関連付けるためのコード・セグメントとを備える
。特化されたコンテキストの動的な作成のためのシステムの利点には特に、静的なコンテ
キスト（例えば、一般放射線医学のコンテキスト）をユーザ特有のニーズ（例えば、医療
報告書における、肺Ｘ線に関する部分について）に適合することの容易性がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明によって可能な前述並びに他の局面、特徴及び利点は、添付図面を参照して、本
発明の実施例の以下の説明によって明らかになり、明らかにされるであろう。
【実施例】
【００１５】
　以下の説明は、音声認識システムに適用可能な本発明の実施例に焦点を当てており、特
に、音声ベースの文書における口述テキストの認識のために使用される対象の特化された
コンテキストを動的に作成する方法に適用可能な本発明の実施例に焦点を当てている。し
かし、本発明は、このアプリケーションに限定されないが、多くの他のディクテーション
又は音声管理システムに適用することができる。
【００１６】
　音声ベースの文書のタイプには、全く構造化されていないプレーン・テキストから、非
常に構造化されている書式及びテンプレートまである。音声ベースの文書の構造は、静的
に（例えば、テンプレートの一部として）規定するか、又は文書構成要素の組から作成者
により、動的に作成することができる。
【００１７】
　話を単純にするために、「音声ベースの文書」は、本明細書では以降、「文書」として
表すものとし、文書には、少なくとも部分的には音声から得られる情報の再生が想定され
る。
【００１８】
　図１は、国際公開第２００５／０５２７８５号から得られたものであり、本発明に適切
な部分のみをここで説明する。図１は、信号部分を含むオーディオ信号を、文書のテキス
ト部分を含むテキストに翻訳するよう企図されたシステム１を示す。オーディオ信号は、
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話者によってマイクロフォン２に与えられる口述を表す。システムは、オーディオ信号を
受け取るための入力３を有する。オーディオ信号は、実質的に同様なやり方で設定される
手段を装置が有する場合、別のやり方で（例えば、データ担体を利用するか、又はデータ
・ネットワークを介してディジタル表現の形式で）供給することも可能である。更に、シ
ステムは、音声イネーブル・フレームワーク９を備える。
【００１９】
　この実施例のフレームワーク９は、コンピュータ内の１つ又は複数のデータ・プロセッ
サ上で実行されるコンピュータ・ソフトウェアとして実現される。更に、フレームワーク
９は、他の実施例において、他の手段によって（例えば、コード化されたハードウェアに
おいて）実現することもできる。
【００２０】
　フレームワークは特に、オーディオ信号を受け取り、信号部分をテキスト部分に翻訳す
るよう企図された翻訳手段４（音声認識器）を含む。信号部分の翻訳（音声認識）は、話
者データ及びコンテキスト・データを考慮に入れて行われる。コンテキスト・データは、
利用可能な種々の選択可能なコンテキストを表し、各コンテキストは、辞典、文法、及び
言語モデル（ＬＭ）（語、及び語の系列の確率についての統計情報を備える）を規定する
か、又は備える。翻訳手段４は、認識されたテキスト部分を表すテキスト・データを生成
する。
【００２１】
　翻訳手段は、文書の検出構造に応じて構成され、構造に応じて、別々のコンテキスト間
で選ばれる。
【００２２】
　国際公開第２００５／０５２７８５号には、構造要素「報告の最初」が認識された場合
、第１のコンテキストが選択され、構造要素「章の見出し」が認識された場合、第２のコ
ンテキストが選択され、構造要素「テキスト」が認識された場合、第３のコンテキストが
選択されることが開示されている。更に、構造要素「テキスト」が存在するやいなや、最
大のレキシカル・スコープを備えたコンテキストが供給される。
【００２３】
　本発明の実施例では、フレームワーク９は、翻訳手段のそれぞれのコンテキストを適合
し、かつ／あるいは改良し、かつ／あるいは作成するよう企図された適合手段５を備えて
いる。
【００２４】
　認識されたテキスト・データは次いで再生制御手段６に転送される。再生制御手段６は
、文書のテキスト・データの音響的再生及び視覚的再生（ここでは更に詳細に扱わないも
のとする）に影響を及ぼすよう企図された再生制御手段６である。音響再生データは第１
の再生装置７（スピーカなど）に供給され、テキスト再生データは第２の再生装置８に送
信される。再生装置８は、モニタやディスプレイなどの情報の視覚的再生用に企図されて
いる。
【００２５】
　文書は通常、文書全体に関連付けられたいくつかの属性（言語、作成者、コンテキスト
など）を有する。コンテキストは、利用可能な語（辞典）及びその使用（言語モデル）を
規定する。コンテキストは、特定の口述に関係する潜在的な主題（見出し、クライエント
特有の記述、薬剤特有の記述、患者履歴、治療法等など）全ての超集合である。コンテキ
ストは多くの場合、実際の口述のニーズよりもずっと広い主題の組、及びずっと多数の語
を有する。口述の品質と、コンテキスト「サイズ」との間にはトレードオフが存在してい
る。コンテキストは有限であるので、新たなコンテキストの作成などの連続したコンテキ
スト改良に対する必要性が存在している。実行時の性能が理由で、オンライン口述セッシ
ョン中のすばやいコンテキスト切り換えは賢明でないので、種々のコンテキストを有する
よりも、基本コンテキスト及び種々のサブ・コンテキストが望ましいと思われる。よって
、この実施例によれば、認識は、遅いコンテキスト切り換えの代わりに、サブ・コンテキ
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ストの組によって動的に拡張される基本コンテキストに基づいて改善される。
【００２６】
　コンテキストは、主題領域において大きな文書の組を収集することにより、作成するこ
とができる。コンテキストは、特定の主題領域（例えば、放射線医学）について一般的で
あり得るか、又は特定の口述タイプ又は文書テンプレートに特化され得る。
【００２７】
　特定の文書領域は、患者履歴、治療法等などの特定の主題と関連付けることができる。
文書の種々の領域に関連付けられた主題は、テンプレートの設計者によって規定すること
ができる。主題の定義はコンテキスト作成時に行うことが可能であり、その場合、音声認
識フレームワークは自動的に、文書テンプレートの音声イネーブル時に、又は音声イネー
ブル文書のロード時に得る。このことは、以下本明細書では、更に詳細な説明はしないも
のとする。
【００２８】
　この実施例では、サブ・コンテキストは特定の主題に関連付けられる。各主題は通常、
１つの単一のサブ・コンテキストとのみ、つながっている。サブ・コンテキストは、少な
くともサブ・コンテキスト辞典及びサブ・コンテキストＬＭを備える。サブ・コンテキス
トＬＭは、そのサブ・コンテキストに関連付けられた文書領域に口述筆記が存在している
場合に自動的に適合される。
【００２９】
　特定の主題に関連付けられない文書領域も存在し得る。この場合、基本コンテキストは
、前述と関連付けられる。
【００３０】
　基本コンテキスト及びサブ・コンテキストへの参照は文書に記憶することができ、音声
認識の統合器は、参照を、正しいコンテキストと関連付けることができる。
【００３１】
　脊髄Ｘ線などの特定の主題に関する特定の文書領域内の口述筆記中、システムは。脊髄
Ｘ線に既存のサブ・コンテキストを使用する。脊髄Ｘ線に一般的な語は、基本的な放射線
医学のコンテキストよりも脊髄Ｘ線サブ・コンテキストによって、より好適にサポートさ
れ、より容易に認識され得る。逆に、基本的な放射線学のコンテキストは、一部の脊髄Ｘ
線特有の語を含んでいないことがあり得るか、又は、低い確率でのみ、一部の脊髄Ｘ線特
有の語を設けており、それにより、前述の語を認識することがより難しくなる。適切なサ
ブ・コンテキストをそのサブ・コンテキスト言語モデルとともに使用することにより、脊
髄Ｘ線特有の語は、その他の語よりも高い確率を有することになる。サブ・コンテキスト
の作成プロセスは、種々の時点で始めることができる。最も早い場合、基本コンテキスト
が作成された時点で作成することができる。これは、テンプレート等などの文書の作成プ
ロセスの前又は前述の作成プロセス中である。サブ・コンテキストは、文書テンプレート
が音声認識フレームワークによって自動的に、あるいはユーザ相互作用により、あるいは
部分的に両方によって作成された時点で作成することもできる。
【００３２】
　文書が特定の主題に関連付けられており、よって、特定のサブ・コンテキストに関連付
けられており、口述筆記がその領域に行われ、その後、文書がコンテキスト適合される場
合、その領域のテキストがサブ・コンテキストに動的に適合されることになる。
【００３３】
　フレームワーク９に含まれる別の構成は、サブ・コンテキストの自動的な適合又は作成
もサポートする。これは、文書からの構造情報を使用することによる、既存のコンテキス
トの適合／作成手段５によって行われる。例えば、文書領域が通常、患者履歴のような特
定の主題の語及び文を含んでいる場合、前述の文（語）が、サブ・コンテキストを作成す
るための候補として利用される。更に、作成者が通常、同様な文を文書の同じ領域に口述
筆記し、適切なコンテキストを関連付けることが容易になることを前提とする。
【００３４】



(8) JP 5401096 B2 2014.1.29

10

20

30

40

50

　適合／作成手段は、文書の別々の領域を特別なやり方で扱う。新たな主題の場合、新た
な辞典及び新たなＬＭを備える新たなサブ・コンテキストが作成されることになり、割り
当てられたサブ・コンテキストを既に有する部分からのデータが、割り当てられたサブ・
コンテキストに厳密に適合するために使用されることになる。
【００３５】
　文書を生成するための例示的なプロセスは以下の通りである。作成者は、マイクロフォ
ン２を使用してテキストを口述筆記する。口述筆記は、汎用プレーン・テキストの口述筆
記、制限された主題、短いテキストの口述筆記、選択されたキーワード識別子、ナビゲー
ション・コマンド、選択コマンド及び／又は短いキー駆動コマンドの口述筆記であり得る
。口述筆記テキスト／ファイルはシステム１のフレームワーク９に入力される。システム
１のフレームワーク９では、音声認識器４は、口述筆記テキスト／ファイルを処理し、言
語、作成者、コンテキストなどの関連属性を備えた音声ベースの文書を生成する。
【００３６】
　音声ベースの文書内のコンテンツに関係する主な主題が判定される。利用可能な所定の
コンテキストの組が存在している。前述の主題に関する基本コンテキストは、文書に適合
され、かつ／又は文書に関連付けられ、基本コンテキストは、語の組、基本コンテキスト
語彙、及び語の組の使用（語法）、基本コンテキストＬＭを含む。基本コンテキストの何
れかの部分であるサブ・コンテキストは、音声認識の目的でその構造を検出することによ
る文書のカスタマイズにおいて（すなわち、文書の音声イネーブルにおいて）作成され、
文書領域に関連付けられることになる。
【００３７】
　サブ・コンテキストは、テキストの特定された部分にそれぞれが関連する、特定された
語の組、サブ・コンテキスト語彙、及び特定された語の組の使用（語法）、サブ・コンテ
キストＬＭを含む。文書における部分は、サブ・コンテキストに関連付けられないか、又
は単一のサブ・コンテキストと関連付けられる。
【００３８】
　この実施例のワークフローの例：
　１．　Ｔｏｐｉｃ１＋ＳｕｂＣｏｎｔｅｘｔｌ及びＴｏｐｉｃ２＋ＳｕｂＣｏｎｔｅｘ
ｔ２は既にＣｏｎｔｅｘｔＡに関係している。
【００３９】
　２．　文書テンプレートが、音声イネーブル手順を経る。
【００４０】
　３．　音声イネーブルにおいて、ＤｏｃｕｍｅｎｔＸの一部の領域がＳｕｂＣｏｎｔｅ
ｘｔｌと関連付けられる。
【００４１】
　４．　新たなＴｏｐｉｃ３＋ＳｕｂＣｏｎｔｅｘｔ３及びＴｏｐｉｃ４＋ＳｕｂＣｏｎ
ｔｅｘ４が、音声イネーブル手順において識別され、ＤｏｃｕｍｅｎｔＸの領域がＳｕｂ
Ｃｏｎｔｅｘｔ３及びＳｕｂＣｏｎｔｅｘｔ４と関連付けられる。次いで、Ｄｏｃｕｍｅ
ｎｔＸの音声イネーブル手順を終了した後、効率的な口述筆記に備える。
【００４２】
　５．　音声イネーブルされたＤｏｃｕｍｅｎｔＸをロードし、作成者は文書の別々の領
域に口述筆記する。作成者は、必ずしも主題について知らなくてよい。特定の文書領域が
、Ｔｏｐｉｃ１、Ｔｏｐｉｃ３及びＴｏｐｉｃ４と関連付けられる。
【００４３】
　６．　その後、口述筆記（及び訂正等）を終えると、次の工程は、ＤｏｃｕｍｅｎｔＸ
の適合である。適合器は、ＣｏｎｔｅｘｔＡが、ＳｕｂＣｏｎｔｅｘｔ３及びＳｕｂＣｏ
ｎｔｅｘｔ４を有していないことを認識し、よって、それらを作成する。
【００４４】
　７．　口述筆記された語を適合すると、非主題関連領域がＣｏｎｔｅｘｔＡの基本コン
テキストにおいて適合され、他の領域は基本コンテキストにおいて適合されるのみならず
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【００４５】
　本発明は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェアや、これらの何れかの組み合
わせをはじめとする何れかの適切な形態で実現することが可能である。しかし、好ましく
は、本発明は、１つ又は複数のデータ・プロセッサ上及び／若しくはディジタル信号プロ
セッサ上で実行されるコンピュータ・ソフトウェアとして実現される。本発明の実施例の
構成要素及び構成部分は、何れかの適切なやり方で物理的に、機能的に、及び論理的に実
現することができる。実際に、機能は、単一の装置において、複数の装置において、又は
、他の機能的装置の一部として実現することができる。そういうものとして、本願の実施
例は、単一装置において実現することができ、又は、別々の装置及びプロセッサに物理的
及び機能的に分散させることができる。
【００４６】
　本発明は、特定の実施例に関して前述してきたが、本明細書及び特許請求の範囲記載の
特定の形態に限定することを意図するものでない。むしろ、本発明は、特許請求の範囲に
のみ限定され、前述の特定のもの以外の他の実施例も、前述の特許請求の範囲内で同様に
考えられる。例えば、サブ・コンテキスト及びサブ・サブ・コンテキストのいくつかのレ
ベルが存在し得る。
【００４７】
　特許請求の範囲では、「ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ／ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ」の語は、他の構
成要素や工程が存在することを排除するものでない。更に、個々に列挙されているが、複
数の手段、構成要素又は方法工程は、例えば、単一の装置又はプロセッサによって実現す
ることができる。更に、個々の特徴は、別々の請求項に備え得るが、場合によっては、効
果的に組み合わせてもよく、別々の請求項に備えていることは、特徴の組み合わせが実現
可能でないこと及び／又は効果的でないことを示唆するものでない。更に、単数形の記載
は、複数形を排除するものでない。「ａ」、「ａｎ」、「ｆｉｒｓｔ」、「ｓｅｃｏｎｄ
」等の語は、複数形を排除するものでない。単に明瞭化する例として記載した、特許請求
の範囲における参照符号は、特許請求の範囲を如何なるやり方によって限定されるものと
も解されないものとする。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明の例示的な実施例による装置のブロック図である。
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